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そ 京 な し を l割 十 二 起 東 告 山

罪 写 』氏



参
院
予
望

会
員
会
の
集
中
審
議
で
は

「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問
題
も
主
要
テ
ー

マ
と
な

っ
た
。
強
制
起
訴
が
決
ま

っ
た
小
沢

一
郎
民
主
党
元
代
表
に
説
明
不
足

も
感
じ
る
国
民
も
多
い
。
ま
ず
は
政
治
倫
理
審
査
会
で
説
明
し
て
は
ど
う
か
。

集
中

審
議
は
本
来
、
経
済

・
財
政
と

外
交
　
防
衛
に
関
す
る

０
の
だ

っ
た
。

は
』
ユ
零
蟻
倒

を
取
り
上
げ
、
雪
祠
「
割
刷
割
制
劉
剌
Ч

だ
。
同
時
に
政
治
家
は
、
法
的
責
任
の

別

劇

潟

詞

副

剤

刻

社
民
党
を
除
く
野
党
各
党
は
小
沢
氏

の
証
人
喚
間
を
求
め
て
い
る
。

「
政
治

と
カ
ネ
」
が
民
主
党
政
権
の
信
頼
を
蝕

み
、
補
選

の
敗

因

に
も

な

っ
た

の
な

ら
、
国
会
で
説
明
す
る
政
治
的
責
任
を

こ
れ
以
上
回
避
す
る
理
由
は
な
い
。

明
は
、
国
民
に
対
し
て
国
会
議
員
を
通

じ
て
、
自
ら
の

「潔
自
」
を
訴
え
る
良

い
機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

気
に
な
る
の
は
、
首
相
が
、
国
会

の

決
定
と
小
沢
氏
本
人
の
意
向
を
尊
重
す

る
姿
勢

を
示
し
、
国
会
で
の
説
明
を
積

極
的
に
は
促
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。

首
相
は
自
著

「
大
臣
」
で

「
首
相
は

与
党
の
党
首
で
あ
る
。
自
分
の
党
の
議

員
が
疑
惑
を
持
た
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
党
首
と
し
て
何

ら
か
の
措
置
を
と

る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
。

民
主
党
代
表
で
も
あ

る

首

相

は

党

首

と

し

て
、
小
退

氏
に
国

云
で

い
い
に
‥「Ｌ
腋
胎
Ｌ
』
ネ
¨
の
問
題
も

る
」
と
答
え
た
。

共

同
通
信

社

の
出

口
調
査

に
よ

る

と
、
小
沢
氏
や
陣
営
の
違
法
献
金
事
件

で
辞
職
し
た
小
林
千
代
美
前
衆
院
議
員

ら
の

「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問
題
を

「
投

票
の
判
断
材
料
に
し
た
」
と
の
答
え
は

５８

・
５
％
に
上

っ
た
．

全
党

一
致
が
原
則
の
証
人
喚
間
が
当

面
難
し
い
な
ら
、
原
則
非
公
間
で
偽
証

罪
に
問
わ
れ
な
い
国
会
の
政
治
倫
理
審

査
会

（
政
倫
審
）
で
ま
ず
説
明
を
す
る

の
が
、
現
実
的
な
方
法
だ
ろ
う
。

説
明
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

首
相
が

「
有
言
実
行
」
内
閣
を
昼
椰

す
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。
首
相

が

「
有
言
不
実
行
」
を
続
け
れ
ば
続
け

る
ほ
ど
、
民
主
棠

政
権

へ
の
信
頼
は
さ

りヽ
に
揺
ら
ぐ
。

有
権
者
は
政
権
交
代
に

「
政
治
と
カ

ネ
」
の
問
題
と
の
決
別
を
も
託
し
た
は

ず
だ
。
躊
躇
し
て
い
る
時
間
的
余
裕
は

も
は
や
民
主
党
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。

小
退

氏
に
と

っ
て
も
政
倫
審
で
の
説

収
倫
審
で
説
明
を
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いつまで説明を求めるのだろ う???
いいカロ減に して くだ さい。

政
治
家
で
あ
ろ
う
と
も
推
定
無
罪
原

則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

事

実
関

係

は
裁
判

で
争
わ

れ
る

べ
き

小
沢
氏

は

こ
の
場

で
、
問
題

と
さ
れ

た
二

地
購
入
資
金
の
出

所
や
政
治
資
金

収
支

報
告
書
の
虚
偽
記
載
を
了
承
し
た

ｐ
い
か
に
壁
々
と
説
明
す
れ
ば
よ
い
。

事実を公正に伝えてください。


